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１　地方公務員災害補償制度とは  
 
　　地方公務員災害補償制度とは、公務遂行又は通勤に伴って生じた地方公務員の災害に対

して補償を行う制度です。「地方公務員災害補償法」（地公災法）を根拠とし、労働者災害

補償保険法（労災法）や国家公務員災害補償法（国公災法）に基づく災害補償と同様の制

度になっています。 

 

　　これらの災害補償制度の対象となる「災害」は、身体的損害（負傷、疾病、障害又は死

亡）に限られており、物件損害や精神的損害（慰謝料）は補償の対象になりません。 

　　また、ここでいう補償には、損失を補填するための「補償」に加えて、被災職員の社会

復帰の促進や生活の安定を図るための「福祉事業」が含まれます。 

 

地 方 公 務 員 災 害 補 償 制 度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　  なお、災害補償制度では「使用者の無過失責任」の考え方がとられており、災害発生に

ついて使用者側の過失の有無にかかわらず、補償の対象になります。  
 
 

公務遂行 通　　勤

災　　害 
（負傷・疾病・障害・死

補　償 福祉事業＋

損 失 の 補 填 社会復帰の促進 
生 活 の 安 定 
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２　災害補償制度の適用関係  
 

　地方公務員の災害補償制度は常勤職員と非常勤職員とで異なり、適用関係は次表のよう

になっています。 
　常勤職員については、一般職・特別職を問わず地公災法が適用されます。 

また、常勤職員には、再任用職員（フルタイム勤務職員）、臨時的任用職員及び任期付職

員（育児休業代替任期付職員、任期付研究員等）が含まれます。 
非常勤職員については、地方公務員災害補償法施行令第１条により再任用短時間勤務職員

及び常勤的非常勤職員※、並びに任期付短時間勤務職員などに地公災法が適用されます。な

お、非常勤職員が公務災害の認定請求をする際には、申請書の職名欄中「□令第 1 条職員」

にチェックしてください。 

　　※　常勤的非常勤職員 

　常時勤務に服することを要しない職員のうち、常時勤務に服することを要する者について定めら

れている勤務時間以上勤務した日が 18 日（※）以上ある月が引き続いて 12 月を超えるに至った者で、 
その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされている 
もの（※については 98 ページの Q１を参照） 

災害補償制度の適用関係 

　※１　会計年度任用職員は、フルタイム職員でも「常勤職員」ではなく、「非常勤職員」となります。 
　※２　「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づく派遣職員・退職派遣者には、 
　　　派遣先の公益法人等の災害補償制度（一般的には労災法）が適用されます。 

 区分 職 対象職員 適用法令 補償実施機関
 

常
勤

一般職 
特別職

全職員（※１、２） 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償基金

 

非
常
勤

一般職

再任用短時間勤務職員 
任期付短時間勤務職員 
地方公務員の育児休業等に関する

法律における育児短時間勤務に伴

う短時間勤務職員

地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償基金

 
常勤的非常勤職員（※３） 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償基金

 労災法非適用事業所（※４）に

勤務する非常勤職員（※５）

地方公務員災害補償法

に基づく条例（※７）
地方公共団体

 
労災法適用事業所（※４）に勤

務する非常勤職員（※５）

労働者災害補償保険法 国（労働基準監督署）

 地方公務員災害補償法
（※８）

地方公務員災害補償基金

 

特別職

議員、行政委員会の委員、附

属機関の委員、労災法非適用

事業所に勤務する嘱託員など

（※６）

地方公務員災害補償法

に基づく条例（※７）
地方公共団体

 
労災法適用事業所（※４）に勤

務する嘱託員など

労働者災害補償保険法 国（労働基準監督署）

 地方公務員災害補償法
（※８）

地方公務員災害補償基金

 
消防団員、水防団員

消防組織法、消防法又は水防

法に基づく条例
地方公共団体

 
学校医、学校歯科医、学校薬

剤師

公立学校の学校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する法律

地方公共団体
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　※３　会計年度任用職員（フルタイム）については、常勤的非常勤職員の要件（上記参照）に該当するものは、常勤的

非常勤職員として地方公務員災害補償基金の対象となります。 
　※４　労災法適用事業所とは、労働基準法別表第１第１号から第 15 号までに該当する事業所で、水道、交通、保健衛

生、清掃などの事業所が該当します。労災法非適用事業所はその他の事業所で、県でいえば本庁などが該当しま

す。 
　※５　会計年度任用職員（パートタイム）については、地方公務員災害補償法に基づく条例又は国（労災） 

により補償されます。なお、会計年度任用職員（フルタイム）のうち※３の常勤的非常勤職員の要件 
に達しない者も同様です。 

　※６　民生委員や統計調査員も含まれます。 
　※７　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例が適用されます。 
　※８　船員法第 1条に規定する船員が対象になります。 
 
 
 
３　地方公務員災害補償基金（https://www.chikousai.go.jp/） 

 
　　常勤の地方公務員の公務災害・通勤災害に関して、地方公共団体の補償業務を代行する機

関として、地公災法に基づいて「地方公務員災害補償基金」（基金）が設置されています。 
　　基金は、迅速かつ公正な補償実施を確保するための一元的・専門的な機関で、東京都内に

本部を、各都道府県・政令指定都市に支部を置いて業務を運営しています。 
基 金 の 組 織 

 
 
 
 
 
　　基金広島県支部の事務局は、広島県庁の福利課内に設置されています。 

基金広島県支部の組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　なお、基金の活動と補償の実施に必要な財源は、主に地方公共団体からの負担金によって 
　賄われています。　　⇒　負担金については 93 ページ参照 

以下、地方公務員災害補償基金が実施する常勤職員の災害補償について説明します。

支部長

事務長

庶務係

補償係

総務局福利課長

広島県知事

福利課 管理グループ　電話 082(513)2258

福利課 補償グループ　電話 082(513)2265

支部審査会 
書記は福利課 
管理グループ

所在地：〒730-8511 広島市中区基町 10-52（広島県総務局福利課内）

本　部

支　部 各都道府県・政令指定都市（67 支部） 
　　　　　　　　　　　 

東京都千代田区平河町 2-16-1　 

平河町森タワー８階
※ 基金は、特殊法人等改革に

伴い、平成 15 年 10 月に地方

共同法人に移行しました。
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４　認定・補償事務の流れ 

 
　補償の実施に当たっては、発生した災害が公務災害又は通勤災害であることについて

「認定」を受ける必要があります。公務災害又は通勤災害と認定された災害についての

み「補償」を受けることができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 
　　認定及び補償は、被災職員（又は遺族）からの請求に基づいて行うことになっています

（これを「請求主義」といいます。）。  

　　したがって、補償を受けるためには、被災職員等は、まず「認定請求」の手続を行い、

公務災害・通勤災害としての認定を受けた後に「補償請求」の手続を行う必要があります。 

　　この場合、被災職員等から直接、基金広島県支部に請求するのではなく、所属及び任命

権者を経由して請求します。  

 
認 定 ・ 補 償 事 務 の 流 れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認　　定 公務災害・通勤災害であることについて認定

補　　償 認定されたものについて補償を実施

①

④ ④’

協議等

被災職員（又は遺族）

基 金 県 支 部

任 命 権 者

所　　　属

医療機関

基金本部

②

③

①　認定請求

②　認定通知

③　補償請求

④　支払決定通知

④’療養費等支払
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請求及び申請の手続の主な流れ 

 

 
 
 
 

 
 

 被　災　職　員 所　　属 任命権者 基金広島県支部

  
災　害　発　生 

 
 
 
 
 
 
 

報　　　　　告 
 
 
 
 
 
 

 
認　定　請　求 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認　定　通　知 
 
 

医　療　機　関 
へ　の　連　絡 

 
 
 

補　償　請　求 
 

 
次　ペ　ー　ジ　

へ 

 
 

 
 

 

 

公務災害・通勤災害認定請求

医療機関で受診

・医療機関には、公務・通勤災害の認定請求
をする旨を話し、療養費の請求を一時保留
してもらう。 

・原則として共済組合員証は使用しない。 
・診断書は傷病名のほか、初診日及び療養見

込期間を記入してもらう。

特に重大・異例な
事案（死亡、脳・心
臓、精神事案等）
については速やか
に基金へ報告。そ
の他、事務処理が
困難な事案につい
ては基金へ相談

適宜、任命権者へ
事務処理方法等
について助言

受理、内容審査

公務・通勤災害の認定
基準に該当するかを
検討

任命権者へ事故の報告所属へ事故の報告

認定請求書の作成への
協力

認定請求書の作成

認定請求書の提出

認定請求者宛ての通知
書の送付

認定通知の受理

認定結果（公務外認定
及び通勤災害非該当認

定の場合を含む。）を医
療機関・薬局等へ連絡

基金に対する補償請求

・被災職員の請求意思の確認、指導 
・認定請求に必要な用紙を被災職員に交付 
・認定請求用紙は各所属に送付してある。 

　（用紙はホームページにも掲載） 
・事実の調査、書類の調整

所属長の証明を付して
任命権者に送付

任命権者の意見
を付して基金へ

・事実関係を十

分調査 
・認定請求書、添

付資料に不備

があれば補完

させる。

・必要に応じて事

実調査、医学的意

見を聴取する。 
・脳、心臓、精神事

案等は本部協議 
・認定基準に基づ

き認定。

医療機関・薬局等への
連絡及び補償請求を指
示 

再発・傷病名追加の認定請求の場合も同様の流れで処理されます。

認定通知書を送付認定請求者宛て
の通知書の送付
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　　＜療養補償、傷病補償年金、障害補償の場合＞ 
 

 被　災　職　員 医　療　機　関 所属・任命権者 基金広島県支部

  
療養補償請求 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
療　養　補　償 
の　　実　　施 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
◎ 療 養 の 
現 状 報 告 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
傷病補償年金 
の　　実　　施 

 
 
 
 
 
 
 

次　ペ　ー　ジ　

へ

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

補償請求（福祉事業申請）

受　領

受　給

療養の現状等に関す
る報告書の提出

傷病の現状等に関す
る証明

受　給

療養の給付請求書
（様式第５号）提出

・必要な添付書類は様式 15 ページ～参照 
(用紙はホームページにも掲載) 

・記載方法…………19 ページ～参照

受理、内容審査

療養補償費の支払

〔指定医療機関で受診した場
合〕

受　理基金へ送付

療養費請求書送付

〔その他の医療機関で受診した場合、自己負担した場合〕

療養補償請求書（様式
第６号）の療養内容等
の記入・証明の依頼

療養補償請求書提出

診療内容等の記入・証
明

基金へ送付

・療養補償の決定

受理、内容審査

療養補償決定通知
書等の送付

請求者宛ての通
知書の送付

基金へ送付 受　理

傷病等級に関する
決定通知書又は傷
病補償年金決定通
知書の送付

被災職員宛ての通
知書の送付

・傷病等級第１～３級

に該当するか否かを

決定（請求不要）

傷病補償年金等の支
払（支給決定の場合）

【療養開始から１年６か月経過した日において傷病が治っていない場合】 

　

受　領

療養の現状等に関する
報告書（様式第 38 号）

の傷病の現状等に関し
医師の証明を依頼

受　給 〔自己負担した場合〕
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 被　災　職　員 医　療　機　関 所属・任命権者 基金広島県支部

  
◎ 治 ゆ 報 告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 ・治ゆ認定 
・療養補償の終了 
 

  
 
  

障 害 補 償 
の 実 施

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基金へ送付 受　理

１　上記は一般的な手続の流れです。 

このほか、休業補償・介護補償・遺族補償及び葬祭補償等の請求、福祉事業の申請があり

ます。（66 ページ参照） 

２　「治ゆ」とは、傷病が完全に治った場合だけでなく、症状が固定し、もはや医療効果が期

待できなくなり、対症療法に入った場合も含みます。（72 ページ参照） 

３　各種の補償の決定についても、行政手続法との関係で、所属、任命権者及び基金広島県支

部とも迅速な処理が求められています。（91 ページ参照） 

治ゆ（症状固定） 
報告書の提出

受　領

残存障害診断書の作
成を医師に依頼

障害補償年金請求書
又は障害補償一時金
請求書を提出

受　給

・治ゆの確認 
・治ゆ（症状固定）報告書の交付、指導 
・肝炎等の経過観察期間については、特

に留意

残存障害診断書の作
成

・障害補償請求書

及び必要書類の

作成指導

平均給与額の算
定書を付して基
金へ送付

障害がある場合、
障害補償請求用紙
を送付

受理、内容審査

受　領

障害補償決定通知書
の送付（決定の場合）

請求者宛ての決
定通知書を送付

障害補償年金・一時
金の支払

【治ゆ後、傷害が残った場合】

･ 障害がない場合

は、補償終了

・支給・不支給の決定 
･障害等級の決定 

【治ゆ(症状固定)した場合】
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５　所属長、任命権者への依頼事項 
 

(1) 公務災害の防止 

公務上の災害は、毎年同じような状況で繰り返し発生しており、被災職員がも

う少し注意を払っていれば、あるいは、施設・設備面での工夫や改善が行われて

いれば、防げた事故や災害も少なくありません。また、ほんの少しの油断から、

結果的に長期間職場を休んだり、治療を続けなければならないような災害も発生

しています。 

各所属長・任命権者においては、まずもって公務災害が発生しないよう、安全

で安心な職場環境づくりに努め、日頃から災害の未然防止を図ってください。 

特に、公務災害が発生した職場においては、どこに原因や問題点があったか  

を分析し、職員間で認識を共有することも重要です。また、それに基づき、しっ

かりと防止対策を講じ、二度と災害が発生することのないよう職場全体で取り組

んでいただくよう、改めてお願いします。 

 

(2) 災害発生時 

公務や通勤に関連した災害の発生の報告を受けた際には、医療機関の手配や認

定請求手続など、職員を支援し、必要な助言・指導を行ってください。 

医療機関には公務災害・通勤災害の認定請求手続を行う旨を伝え、治療費の   

請求を保留してもらうよう依頼してください。明らかに公務災害・通勤災害と考

えられる場合は、共済組合員証を使わないように助言してください。 

 

(3) 認定時 

基金が認定を行うに当たっては、任命権者の意見を聞かなければならないこととな

っており、認定請求書に任命権者意見欄を設けています。これは、発生した災害が公

務又は通勤によるものであるか否かについて、任命権者として管理監督する職務上の

情報や知識等を有しており、またその結果が、人事管理上影響を及ぼすことなどを考

慮したものです。 

各任命権者においては、災害の内容を十分に確認の上、任命権者意見欄にその意見

を記載いただくようお願いします。 

心臓・脳血管疾患や精神疾患等の疾病事案については、災害発生前６か月、場合に

よっては１年前までさかのぼって、被災職員の職務従事状況や生活状況、疾病の前駆

症状などを詳しく調査し、十分かつ正確に事実関係を把握する必要があります。 

災害発生後、任命権者と連携を取りながら調査や資料整備を迅速かつ円滑に進める

必要がありますので、御協力いただくとともに、事案が発生したときは、まず当支部

に連絡してください。 

 

(4) 認定後のフォローアップ 

認定を受けても補償の請求が行われなければ、時効によって補償を受ける権 

利が消滅しますので、認定通知を受けた後は、速やかに療養補償の請求を行うよ

う指導を行ってください。 

補償を受ける権利は、２年間（障害補償及び遺族補償については５年間）行わ

れないときは、時効によって消滅することとされています。 

補償の請求書は、被災職員（又は遺族）のその後の状況について使用者として
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配意すべき問題について認識を深めていただくため、任命権者を経由して提出す

ることとなっています。 

また、被災職員の療養状況については、定期的に確認を行い、傷病が治ゆ（症

状固定）した場合は、速やかに「治ゆ（症状固定）報告書」を提出するよう助言

してください。（72 ページ参照） 

第三者加害事案については、所属、任命権者は積極的に被災職員を支援し、示

談内容については事前に基金に協議してください。（示談に係る留意事項を 80 ペ

ージに掲載しています。） 

　また、被災職員が損害賠償を受領又は示談を締結した場合は、「損害賠償の受

領報告書」を提出するよう助言してください。（73 ページ参照） 

 

(5) 基金における個人情報の利用目的について 

当基金における個人情報の利用目的は、次に記載のとおりです。 

認定請求書の用紙を渡す際や、療養補償等の請求（申請）書の用紙を渡す際には、

当基金における個人情報の利用目的を記載した文書（下記参照）を請求（申請）者に

（第三者加害事案の場合は、当該第三者にも）手渡し、その旨を御説明いただくよう

お願いします。 

 
 
　被災職員（ご遺族） 

関　係　者　　　　 
 
 
　提出していただく文書等に記載されている個人情報の利用目的は、下記のとおりです。 

　なお、今回提出いただく文書等に関連して、後日、追加して必要文書等を提出いただく 

場合においても、当該文書等に記載された個人情報の利用目的は、下記のとおりです。 

 
記 

 

地方公務員災害補償基金における個人情報の利用目的 

　地方公務員災害補償基金は、取得した個人情報について、地方公務員等の公務災 

害及び通勤災害の認定、補償及び福祉事業の実施、不服申立てに係る審査、訴訟追 

行、第三者加害事案に係る求償・免責、災害補償統計の作成のために利用いたしま 

す。 
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６　被災職員その他の遵守事項 

(1) 基金への報告、出頭、医師の診断の受診等 

基金は、「補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を

受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、出頭を命じ、

又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。（地方公務員災害補償法第

60 条第１項）」とされています。 

(2) 罰則  
また、上記(1)に対する罰則として、「法第 60 条の第１項の規定による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診

断を拒んだ者は、20 万円以下の罰金に処する。（地方公務員災害補償法第 73 条）」と

規定されています。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついうっかり…が事故を生む！　　なくそう！公務災害  

 
公務災害発生事例の中には、「もう少し気を付けていれば、防げたのではないか。」と思

われるものが少なくありません。私たちは、だれでもうっかりミスをすることがありま

すが、それが「不安全状態」（好ましくない状態）と重なれば、災害発生率は非常に高く

なります。 
不安全状態のもとでは、常に「災害が発生するかもしれない」という意識をもって、慎

重に行動しましょう。私たち一人一人が、公務災害防止の主役なのです。 
また、災害のない安全な職場づくりは、管理職員や上司の役目でもあります。 
 

＜職種別の代表的な災害＞ 

＜公務災害が発生した職場では…＞ 
公務災害が発生してしまったら、二度と同じような災害が発生しないように職場とし 

て取り組むことが必要です。そのためには、どこに原因や問題があったのかを分析し、職

員間で認識を共有することが重要です。 

　また、「ヒヤリ・ハット」体験を発表し合うことによって、実際の事故につながる前に 

改善策を講じることができます。 

 職種 災害事例 防止対策の例
 教　育 ○校内移動中に滑って転倒、階段を踏み

外しての墜落・転落によるけが 

○掲示物の掲示や撤去中の転落・墜落に

よるけが 

○校内清掃や剪定・除草中のけが 

○授業や行事の準備・後片付け中のけが

○設備の修繕や改善 

○防止グッズの購入 

○作業前準備の徹底 

○作業体制の見直し（単独から複

数体制へ） 

○マニュアルの整備改善 

○注意喚起を促す張り紙やテー

プ、カラーコーン等の設置 

○研修指導者への教育 

○準備体操・ストレッチの実施 

○職員研修の実施や講演会の開催 

○ミーティングを開催し職員間で

情報共有

 警　察 ○術科訓練中の無理な動作によるけが
 消　防 ○訓練中の無理な動作によるけが
 清　掃 ○収集車乗降中のハンドル・ドアへの衝

突や飛び降りた際のけが
 その他 ○病院内での針刺し・切創などによる血

液汚染事故 

○行事の準備・後片付け中の机やテント

によるけが 

○施設内移動中の転倒によるけが


